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資料２－１第４回福島県国土利用計画見直し検討部会における意見とその対応(案)H25.1.8 12:00
（第４回福島県国土利用計画見直し検討部会 H24.10.30）

第４回
番号 意見等に対する対応委員意見 内 容

資料番号

１ 資料４ 田中委員 「仮の町」として、いわき市に役 原子力災害による長期避難者等の生活拠点につきましては、現在、関係機
場をつくるなどの土地利用の案が出 関で協議中でありますが、いわき市への期待が高まっていることから 「第３、
てきた場合に、低未利用地を活用し 章２（２）⑦ いわき地域の概要」において 「加えて、浜通りの復興拠点地、
て被災地復興を図っていくという考 域としての役割も期待されており、基盤となる広域交通体系の整備や、避難
え方を出す必要があるのではないか が解除された区域の生活を支援する道路をはじめとした社会基盤の整備も求。

められている 」を記載しました。 」。 (資料5 P20-41～44行)

なお、低未利用地を活用した被災地復興につきましては 「第２章２(１)、
復旧・復興・再生のための土地利用」の項目において 「特に被害の大きかっ、
た地域における復旧・復興・再生のための新たな土地需要に対しては、無秩

、 。」序な市街地拡大と拡散の抑制を基本としつつ 効果的な土地利用を推進する
と記載しました 。(資料5 P9-22～24行)

また 「第２章３(２)⑩ 低未利用地」の項目において「都市における低未、
、 、 、利用地については 防災のためのオープンスペース 公用・公共用施設用地

居住用地、事業用地や復興公営住宅用地などとして高度利用・有効利用し、
～」と記載しました 。(資料5 P16-19～21行)

「第４章３（６） 低未利用地の有効利用」の項目において「都市における
低未利用地については、～、また、事務所・店舗用地、住宅地、公用・公共

(資用施設や復興公営住宅等の用地として多様な利用を図る と記載しました。」
。料5 P25-35～38行)

２ 國井委員 県土の約７０％を占める森林の再 現行の計画におきましても、森林の多面的機能が充分に発揮できるよう森
生は非常に重要であるので、大きな 林の整備・保全と維持管理を図ることを盛込んでおり、今回の見直しにおい
テーマとして記載して頂きたい。 ても、除染対策の推進、木材や木質バイオマスの供給体制の整備促進等に関

する内容を追加記載しております。
、「 （ ） 」 、さらに今回の御意見を踏まえまして 第２章３ ２ ② 森林 の項目に

「～多面にわたる機能を有していることから、この森林の再生に向けて、災
害復旧をはじめ、技術開発や知見の集積を図りながら除染対策や間伐などの
森林整備による放射性物質の低減を推進するとともに、～」を記載すること
により 「森林の再生」の必要性について強調いたしました。、

」(資料5 P14-10～12行)
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第４回
番号 意見等に対する対応委員意見 内 容

資料番号

３ 鈴木部会長 市町村が策定できる土地利用調整 御意見を踏まえ、市町村担当者会議などの場を活用し普及を図りたいと考
計画について、あまり詳細な計画と えています。
しなくとも結構であるので、地域の
土地利用の転換プロセスを重視した
ものを作成できるような工夫が必要
である。
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資料２－２H25.1.8 12.00

福島県国土利用計画 第五次 の見直し中間整理案に関するパブリックコメントによる意見とその対応(案)( )

中間整理案 見直し素案番
項 目 意 見 等 意見等に対する対応

頁 行 頁 行号

１ 9 3 9 3 第２章 １ 基本理念として 「東日本大震災や原子力災害により この度は御意見をいただきありがとうございます。、
県土利用の基本 当面震災以前と同様の利用ができない土地が生じて 御意見につきましては 「第４章１(２)原子力災害か、
理念 いることから、迅速な復旧・復興・再生のための土 らの復旧・復興・再生」Ｐ２２の１７行目以降等にお

地利用を推進し、県土利用の回復とさらなる県土発 いて措置などを記載しており、これにて対応したいと
展を目指すものとする 」としているが、特に原子力 考えております。。
災害に関して、どのようなことを行うことでこの基
本理念を実現していくのかいうことが見えてこない なお 「第２章１県土利用の基本理念」Ｐ９の７行目、
ものとなっているように感じます。 に下記のとおり追加いたします。
相双地区は、この計画の目標年次である平成３２年
度になっても以前と同じようにそこで生活するとい 「～、しかし、東日本大震災や原子力災害により当面
うことは実現していないと思われます。そのことを 震災以前と同様の利用ができない土地が生じているこ
県として立場上追認できないため、この部分に関す とから、効果的・効率的な除染を推進するとともに、
る踏み込んだ記述は難しいことは判りますが、目標 迅速な復旧・復興・再生のための土地利用を推進し、
年次の平成３２年度ではなくその先を見据えれば今 県土利用の回復とさらなる県土発展を目指すものとす
後の１０年で何をすべきなのかを何らかの形で記述 る 」。
できないのかという感じを持ちました。

２ 10 36 10 38 第２章 ２(５) Ｐ１０．３６行県土の質的向上を図るうえでの地目 この度は御意見をいただきありがとうございます。
県土利用の総合 横断的な視点が理解しづらいので、表現を変えたら 御意見につきましては 「第１章４(８)総合的な視点、
的マネジメント どうでしょうか。 の必要性」Ｐ８の２６行目及び欄外の注釈において記
の推進 載しており、これにて対応したいと考えております。

「＊２０ 地目横断的な視点
良好なまちづくりの観点から、宅地、建物、道路、緑
地などを一体的に考慮したまちづくりの視点や、災害
対策の観点から、宅地、農地、河川などの配置を総合
的に勘案した土地利用の誘導を図る視点など 」。
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中間整理案 見直し素案番
項 目 意 見 等 意見等に対する対応

頁 行 頁 行号

３ 12 9 12 11 第２章 ３(１) 電力供給が、一極集中型でなく、災害時でも一ぺん この度は御意見をいただきありがとうございます。
① に全部がダメにならないよう「Ｐ１２．９行．ライ 御意見を踏まえまして、Ｐ１２の欄外の注釈に以下の
都市 フラインの多重化・多元化を進める・・・」を少し 記載を追加いたします。

。具体的に土地利用の考えに盛り込んでいただきたい
＊ ライフラインの多重化・多元化

ライフラインの多重化は、同一手段で代替性を確
保すること（複数系統の整備など 。）
ライフラインの多元化は、異なる手段により代替

性を確保すること（非常用設備の整備など 。）

４ 19 3 19 4 第３章 ２(２) Ｐ１９.９行目～の「交通の要衝として」の県中地 この度は御意見をいただきありがとうございます。
② 域の記載について、高速道路網の中に「あぶくま高 御意見を踏まえまして 「第３章２(２)②県中地域の、
県中地域の概要 原道路」等が欠落しており 「県中」と記載しなが 概要」Ｐ１９の１０行目に以下の記載を追加いたしま、

ら郡山市のみを想定に入れている様な印象を受け す。
ます。

「～、東北新幹線や東北自動車道、磐越自動車道、あ
ぶくま高原道路をはじめとした東西と南北の交通体系
の整備が進んでいることなどから、県内及び県外との
移動交流の上での結節点となっている。～」

５ 19 3 19 4 第３章 ２(２) Ｐ２１.２９行目からの「原子力災害からの復旧・ この度は御意見をいただきありがとうございます。
② 復興・再生」について県内において放射線量が低 御意見につきましては、阿武隈地域が避難指示区域等
県中地域の概要 い、いわゆる「低線量地域」の有効活用について やいわき地域に隣接しており、復興を担える地域であ

全く記 載 が 無 い 事 が 気 に な り ま す 。 るとの御意見とお受けいたします。
風評被害対策として企業誘致を進める中で、まずは
「低線量地域」の中で特に交通インフラが発達し結 御意見につきましては、他の地域の記載とのバランス
節点となり、低利用地が多い地域を重点的に開発・ を考慮した表現としたいと考えております。
紹介する事で企業誘致が促進されやすくなるのでは なお 「第３章２(２)②県中地域の概要」Ｐ１９の１、
ないでしょうか。 ２行目以降において、下記のとおり道路整備等の記載
特に小野町を中心とした阿武隈高原地域は、あぶく を追加して対応させていただきます。
ま高原道路や磐越自動車道で県南、いわき、郡山、 「また、交通の要衝としての優位性を生かしたさらな
福島空港から非常にアクセスの良い結節点である る産業の集積や東日本大震災などを踏まえ、避難指示
と共に双葉郡川内村から 寄りの経済圏となり、 区域等と阿武隈地域を通る東西連携道路等をはじめと
双葉郡復興の 前線基地になり得るにも関わらず した、浜通りと中通りを結ぶ交通基盤などの充実が課
現在あまりにも復興計画から蔑ろにされてしまっ 題となっている 」。
ております。かつて首都機能移転計画の重要拠点
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中間整理案 見直し素案番
項 目 意 見 等 意見等に対する対応

頁 行 頁 行号

であったこの地域の活用無くして、Ｐ２７.３４
行目にあるような福島空港の利用促進の実現は不
可能ではないかと考えます。
また、地盤が極めて強固で津波の心配も無いこうし
た地域の開発推進によってＰ２５.１３行目よりはじ
まる「災害に強い県土作り」に合致すると同時に、
Ｐ１２.２４行目からの「担い手不足などにより耕作
放棄地の増加や農山漁村の持つ多面的機能の低下」
を阻止する効果が期待できます。
中山間地域であったとしても、都市部ほどでは無く
とも生活していく為にはある程度の都市機能は必要
であり、第一次産業以外の産業が無ければ結果的に
第一次産業に関わる人間の定住すら困難になってし
まうという視点を欠かすべきではありません。
中山間地域の過疎はむしろ、第二次、第三次産業の
都市部への集中によって第一次産業の担い手の生活
が困難になり 定住を阻害している原因となります ・、 。
今回の計画では、都市部と中山間地域での役割分担
をあまりにも明確に分離しすぎている為、中山間地
域の住民が「生産者」であると同時に「生活者」で
もあり、年齢層も高い為寧ろサービスを必要として
いるという視点が欠けているように感じます。
Ｐ２０.４１行目よりあるいわき市の「加えて、浜通
りの復興拠点地域としての役割も期待されており、
基盤となる広域交通体系の整備や、避難が解除され
た区域の生活を支援する道路をはじめとした社会基
盤の整備も求められている 」については、概ね合意。
致しますが、いわき市のみにその役割を集中させず
に、周辺地域との連携も考慮するべきです。小野町
はいわき市内の一部よりも、いわき市中心部へのア
クセスが容易な地域です。こういう地域の活用を、
是非復興計画にはご考慮頂きたく存じます。
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中間整理案 見直し素案番
項 目 意 見 等 意見等に対する対応

頁 行 頁 行号

６ 14 24 第４章 ５(１) 福島県は原発事故の甚大な被害を受けたことから原 この度は御意見をいただきありがとうございます。
環境への負荷の 発に依存しない方針を打ち出している。その代替エ 御意見を踏まえまして 「第１章４(４)環境負荷の低、

16 21 少ない土地利用 ネルギーとして再生可能エネルギー発電の普及は、 減」Ｐ７の２８行目以降及び「第４章５(１)環境への
急ぐ必要があると思う。 負荷の少ない土地利用」Ｐ２７の３行目以降に以下の

7 28 そのためには国土利用計画の県土利用の考え方にも 記載を追加いたします。
前向きに、強く表現しておくべきと思う。 なお、再生可能エネルギーの活用に係る規制緩和につ

27 3 残念ながら 「Ｐ１６．２１行で、低未利用地での再 いては、関係機関への要望等に取り組んでおります。、
生可能エネルギー発電・・・」の表現しかない。
例えば「小水力発電」や「マイクロ水力発電」で防 （Ｐ７の２８行目以降）
犯灯、街路灯の地産地消をするために「Ｐ１４．２ 「～また、太陽光、バイオマス、小水力、風力などの
４行．④水面・河川・水路」の項に、その利活用が 再生可能エネルギーの導入拡大が求められている 」。
前向きにできる表現をし、規制も緩和するようにも
できるようにしてもらいたい。 （Ｐ２７の３行目以降）
また、風力発電においても、農用地、森林、原野等 「～また、二酸化炭素の吸収源となる森林などの整備
においても規制を前面に出すのではなく、そのエネ ・保全、地域社会におけるバイオマスや太陽光、小水
ルギー開発が可能である場合は、その実現が可能と 力、風力などの再生可能エネルギーの利用導入拡大、
なるような表現を付け加える必要があると思う。 都市における緑地や水辺の整備など、自然を生かした

土地利用を推進する 」。
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資料２－３

福島県国土利用計画 第五次 の見直し中間整理案に関する市町村の意見による修正(案)( )

中間整理案 見直し素案番
項 目 市町村の意見等 修 正 内 容

頁 行 頁 行号

１ 6 29 6 28 第１章４(１) 県内の放射性物質による汚染は、県内全域にわたっ （Ｐ６、２８行目以降）
復旧・復興・再 ており 「汚染の程度はあるものの」を削除 ～特に、放射性物質による生活圏、農用地、森林など、
生へ向けた土地 の汚染は、汚染の程度はあるものの県内全域に及んで
利用 おり、～

２ 10 6 10 7 第２章２(３)① 道路整備は広域な県土を持つ本県において最も重要 （Ｐ１０、７行目以降）
災害に強い県土 であり、県土利用の基本方針の災害に強い県土づく ～、災害時にも機能する広域ネットワークの確保など
づくり りにも入れるべき。 県土の安全性を総合的に高める取組を推進する。

「～、浜通り・中通り・会津の東西方向の連携強化
のため横断道整備などの県土の安全性を総合的に高
める取組を推進する 」。

３ 13 5 13 9 第２章３(１)② 文言を修正すべき （Ｐ１３、９行目以降）
農山漁村 中山間地域などで交通等の生活条件や傾斜地や不整形

地が多いなど生産条件の不利な地域においては、生産
条件の改善に配慮する努めるとともに、～

４ 18 21 18 第３章２(２) 「７つの生活圏」について注釈が必要 （Ｐ１８、欄外）欄外
地域別の概要 ＊生活圏 第３章の２の地域別の概要で用いる「生活

圏 については 福島県の７つの生活圏 県」 、 （
北地域、県中地域、県南地域、会津地域、
南会津地域、相双地域、いわき地域）を指
す。
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資料２－４

福島県国土利用計画 第五次 の見直し中間整理案に関する関係機関の意見や他の計画との整合等による修正(案)( )

中間整理案 見直し素案番
項 目 関係機関の意見や他の計画等 修 正 内 容

頁 行 頁 行号

１ 3 4 3 3 第１章２(２) 福島県総合計画「ふくしま新生プラン」が平成24年 （Ｐ３、３行目以降）
人口減少と少子 12月に決定したことに伴い新たに記載 ～、平成32年には（今後記載）1,890千人(＊6)にまで
高齢化の進行 減少する見込みとなっている。～

17 1 17 8 第３章１(２) （Ｐ３、欄外の注釈）
利用区分ごとの ＊6 福島県総合計画「 仮称）ふくしま新生プラン」（
規模の目標 における県人口の試算結果シナリオＡによる。

（Ｐ１７、７行目以降）
～、平成32年において、およそ（今後記載）1,890千
人と想定する。

２ 5 45 5 44 第１章３ 特定避難勧奨地点が平成24年12月14日に一部解除に （Ｐ５、４３行目以降）
県土利用の現状 なったことに伴い修正 ～警戒区域、計画的避難区域、特定避難勧奨地点や区

域の見直しに伴う避難指示解除準備区域、居住制限区
域及び帰還困難区域が1211市町村(注１)にまたがる広
大な区域において設定されている。～

（Ｐ５、４９行目以降の注釈）
（注１）1211市町村 田村市、南相馬市、伊達市、川

、 、 、 、俣町 楢葉町 富岡町 川内村
大熊町、双葉町、浪江町、葛尾
村、飯舘村

３ 6 31 6 30 第１章４(１) 福島県総合計画など他の計画との整合により修正 （Ｐ６、３０行目以降）
復旧・復興・再 ～県土に対する風評被害を払拭することが必要となっ
生へ向けた土地 ている。
利用



- 2/3 -

中間整理案 見直し素案番
項 目 関係機関の意見や他の計画等 修 正 内 容

頁 行 頁 行号

４ 13 42 14 2 第２章３(２)① 「低未利用地」の項目では、耕作放棄地について、 第２章３(２)①農用地（Ｐ１４、２行目以降）
農用地 農用地としての積極的な活用を図るが、復元が困難 ～なお、耕作放棄地については、適正な管理と多様な

な耕作放棄地は、農業以外の利活用を図るとしてお 主体による利用促進により、農用地としての積極的な
24 44 24 7 第４章３(１) り、一方 「農用地」の項目においては、耕作放棄地 活用を図るものとするが、農用地への復元が困難な耕、

農用地の有効利 について農用地としての積極的な活用を図ることの 作放棄地については 「⑩低未利用地」として扱う。、
用 記載がないことから追加して記載してはどうか。

（ 、 ）第４章３(１)農用地の有効利用 Ｐ２４ ７行目以降
～なお、耕作放棄地については、適正な管理と多様な
主体による利用促進により、農用地としての積極的な
活用を図るものとするが、農用地への復元が困難な耕

、「 」 。作放棄地については (６)低未利用地 として扱う

５ 14 4 14 10 第２章３(２) 福島県磐城地域森林計画書（案）との整合を図るべ 第２章３(２)②森林（Ｐ１４、１０行目以降）
②森林 き ～、この森林の再生に向けて、災害復旧をはじめ、技

術開発や知見の集積を図りながら除染対策や間伐など
23 19 24 12 第４章３(２) の森林整備による放射性物質の低減を推進するととも

森林の有効利用 に、～

（ 、 ）第４章３(２)森林の有効利用 Ｐ２４ １２行目以降
森林については、技術開発や知見の集積を図りながら
除染対策や間伐などの森林整備による放射性物質の低
減を推進する。～

６ 15 14 15 20 第２章３(２) 他の県の計画見直しとの整合により修正 第２章３(２)⑥住宅地（Ｐ１５、２０行目以降）
⑥住宅地 ～、東日本大震災などを踏まえ、防災性に優れた地震

などの災害に強い良好な宅地環境が整備されるよう、
24 14 25 2 第４章３(５) ～

①住宅地
第４章３(５)①住宅地（Ｐ２５、２行目以降）
～さらに、地震などの災害に強い安全で快適な住環境
を備えた～
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中間整理案 見直し素案番
項 目 関係機関の意見や他の計画等 修 正 内 容

頁 行 頁 行号

７ 26 21 27 9 第４章５(２) 熱回収は循環型社会の形成に関する施策であり、循 （Ｐ２７、８行目以降）
適正な資源循環 環型社会形成推進基本計画においても廃棄物等の適 循環型社会の形成に向け、適正な資源循環の確保を図
の確保 正な循環的利用と処分のためのシステムとして記述 るため 廃棄物の発生抑制 リデュース 再使用 リ、 （ ）、 （

されている。 ユース 、再生利用（リサイクル）の３Ｒや熱回収な）
どを一層促進する必要があるが、～
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